
平成24年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成24年12月６日（木） 

                                          

                                        

（午前９時30分 開議） 

○議長（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。今回提出された

請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり

１件であります。これを会議規則第134条の規

定により、請願第７号 地域防災対策に関す

る請願について は、経済建設委員会に付託

いたします。 

 次に、監査委員から平成24年12月３日付橋

監委第75号をもって平成24年度第一次定期監

査実施報告書の提出がありましたので、その

写しを配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において２番 阪本君、

15番 田中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 認定第１号 平成23年度橋本市

一般会計決算の認定について から、日程

第16 認定第15号 平成23年度橋本市病院

事業会計決算の認定について までの15件 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 認定第１号 

平成23年度橋本市一般会計決算の認定につい

て から、日程第16 認定第15号 平成23年

度橋本市病院事業会計決算の認定について 

までの15件を一括議題といたします。 

 ただ今議題となりました平成23年度各会計

決算の認定については、去る９月定例会にお

いて設置されました平成23年度決算審査特別

委員会の閉会中の継続審査に付していたもの

であります。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 平成23年度決算審査特別委員会委員長、17

番 松本君。 

〔17番（松本健一君）登壇〕 

○17番（松本健一君）皆さん、おはようござ

います。 

 去る９月13日の本会議において、本委員会

に付託され継続審査となった 認定第１号か

ら認定第15号までの平成23年度各会計決算の

認定15件について を審査するため10月15日、

16日に委員会を開催し、慎重審査の結果、認

定第１号、第２号、第13号、第14号は賛成多

数で原案認定。第３号から第12号、第15号は、

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決

しましたので、以下、その概要を報告いたし

ます。 

 認定第１号 一般会計については、歳出か

ら款別に審査を行い、質疑・意見等の主なも

のは次のとおりでした。 

 歳出において、くらしのガイド改訂版の配

布状況、及び安全マップの掲載や作成経費の

抑制などの工夫を取り入れた作成手法につい

て ただしがあり、改訂版は23年度で1,000

部作成し、発行後１年経過した現在、本市へ

の転入者を対象に約500部の配布となってい

る。新たな手法による作成については、今後
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検討したい との答弁がありました。 

 ＬＥＤ防犯灯への取り替え状況と電気代の

削減効果について ただしがあり、市が管理

する防犯灯は、国の交付金事業を活用し、平

成22年度、23年度の２カ年でＬＥＤに取り替

えが完了している。電気代は、22年度33万

3,676円、23年度19万400円となっており、削

減効果が現れている との答弁がありました。 

 小学生医療費扶助費の推移及び中学生まで

の対象拡大について ただしがあり、制度の

浸透により、小学生一人当たりの利用率は上

がっているが、少子化により扶助費総額は横

ばい、もしくは減少になると予測している。

本制度は、ごみの減量化による財政効果を活

用し制度化したものであり、中学生までの対

象拡大は、ごみ減量の効果を精査し、財政状

況、他自治体の状況も考慮した上で検討する

必要がある との答弁がありました。 

 救急医療情報キット「あんしんカプセル」

の配布状況について ただしがあり、橋本市

社会福祉協議会に委託しており、民生児童委

員の協力を得て、災害時要援護者約3,000人を

対象に約９割の配布が完了している との答

弁がありました。 

 保健福祉センターは、平成25年１月４日の

開業を予定しているが、整備済みの駐車場や

電気自動車用急速充電器は開業前に開放でき

ないか。また、急速充電器の使用料金の設定

はどうなるか とのただしがあり、駐車場に

ついて、過日の催しで一部貸し出した経緯は

あるので、一般開放についても、今後、開放

可能な台数や方法について検討したい。急速

充電器の使用料金については、電気自動車の

普及促進もあり当面は無料と考えているが、

民間施設が有料になれば、本施設も有料化を

検討する必要がある との答弁がありました。 

 小水力等農業水利施設利活用促進事業調査

の進捗状況について ただしがあり、農業用

水路を利用した小水力発電について、ある程

度の水量確保が想定できた山田、谷奥深地区

において調査を行ったが、結果、発電量は非

常に少なく、費用対効果から事業化は難しい

と考えている。ほかに発電可能な場所があれ

ば、今後調査したい との答弁がありました。 

 ＩＴ地域交流センターの運営状況及びさら

なる有効活用について ただしがあり、本施

設は、「裁ち寄り処」として広く利用いただき、

高野口地区を中心としたイベントやパソコン

研修などで活用されている。23年度まで国の

ふるさと雇用再生特別基金事業補助金が活用

できたが、24年度から補助がなく、非常に厳

しい経営状態での運営となっている。多くの

市民に利用いただけるよう広報等で周知して

いるが、今後、より一層の活用を図るため、

さらなる周知を考えたい との答弁がありま

した。 

 市道の修繕について、市民から要望が多い

中、今後の予算措置及び職員による修繕対応

について ただしがあり、市道修繕に関する

予算は、国の経済対策が講じられた過去４年

間は大幅増となっているが、24年度は普通交

付税に算入されている道路橋梁費の13.5％、

約3,200万円を予算化している。今後、交付税

の合併算定替えがなくなり財政状況が一層厳

しくなる中、25年度以降も13.5％の枠が予算

措置の限度と考えている。また、職員による

修繕は、道路陥没に伴う補修、グレーチング

やカーブミラーの設置・交換、草刈り、伐採

処理、側溝の掃除など、年間500件程度実施し

ている との答弁がありました。 

 消防団出動時の出動人数の確認方法につい

て ただしがあり、出動人数は、出動現場で

分団長に確認を行い、後日提出される出動報

告書と照合している。火災などの対応時は現

場が混乱しているため、現場での詳細な人数

確認は困難な場合があるが、火災予防の広報
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活動など平常時の活動では、車両当たりの人

数や出動回数を決めるなど、出動人数を把握

できる状況にある との答弁がありました。 

 小・中学校の施設整備の状況について た

だしがあり、整備が必要な箇所は、学校から

の要望や聞き取りなどにより確認している。

例年、約2,000万円を予算化しているが、施設

の老朽化が進み、整備の必要な箇所が多いた

め、現在、防水対策を優先的に進めている。

緊急的に整備が必要な場合は、従来どおり学

校と協議の上、優先順位を変更することにな

るが、今後、施設の長寿命化も考慮して、計

画的な整備を進めたい。また、大規模改修が

必要な場合は、国の交付金等も活用し対応し

たい との答弁がありました。 

 小・中学校にクーラーを設置する場合、ど

の程度の予算が必要となるか とのただしが

あり、普通教室12クラスに特別教室を加えた

学校規模で、初期整備費が約6,000万円、さら

に電気代・設備の保守点検費用など年間約300

万円に15年目の設備更新費約6,000万円を加

えた30年間のランニングコストは、１校当た

り約１億5,000万円と試算している。来年開校

するあやの台小学校を含めた全小・中学校22

校で総額約44億円が必要と考えている との

答弁がありました。 

 歳入において、きめ細かな交付金、住民生

活に光をそそぐ交付金の今後の動向について 

ただしがあり、23年度は前年度繰越分として、

きめ細かな交付金8,366万1,000円、住民生活

に光をそそぐ交付金6,340万3,000円が交付さ

れたが、24年度以降は交付金の措置がない状

況での予算編成になる との答弁がありまし

た。 

 災害用の自動販売機を設置している自治体

が多いが、本市はどうか とのただしがあり、

来年１月開設予定の保健福祉センター内に、

災害ベンダー方式で緊急時に無料で飲料を提

供できる自動販売機の設置を予定している 

との答弁がありました。 

 歳入、歳出全般において、文化センター、

子ども館・児童館の今後のあり方について 

ただしがあり、文化センターについては、現

在、国・県の隣保館運営費補助金を受けて運

営しているが、今後、国で協議されている補

助金から一括交付金への移行の可能性にあわ

せて、実施事業のあり方や利用形態が似てい

る地区公民館とのすみ分けなど、施設のあり

方を検討したい。子ども館・児童館について

も近隣に立地し、似通った利用形態となるた

め、同様に検討したい との答弁がありまし

た。 

 討論に入り、反対の立場から、年金受給者

が増え、現役世代の給与が減るなど市民生活

がますます苦しくなる中、税の強制徴収が実

施され、また、市道修繕で市民の要望がなか

なか実現されないなど、市民の暮らしと健康

を守る点で不十分な予算執行と考え、本決算

の認定に反対する との討論がありました。 

 特別会計、企業会計に関する質疑・意見等

の主なものは次のとおりでした。 

 認定第２号 国民健康保険特別会計につい

ては、１億3,700万円の実質的な黒字決算とな

った主な要因の一つとして前期高齢者交付金

の増が挙げられているが、今後も前期高齢者

交付金は増加していくのか とのただしがあ

り、団塊の世代が前期高齢者に入ってきたた

め、国民健康保険被保険者に占める前期高齢

者の割合が増えていくが、他の保険者も同じ

状況にあるため、必ずしも前期高齢者の増に

比例して前期高齢者交付金が増加するとは考

えていない との答弁がありました。 

 討論に入り、反対の立場から、平成21年度

国民健康保険税の値上げから黒字決算が続き

積立金が増えており、平成24年度に若干税率

は引き下げられたが、高い保険税が市民を苦
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しめているため、本決算の認定に反対する 

との討論がありました。 

 認定第３号 簡易水道事業特別会計、認定

第４号 国民宿舎特別会計については、質疑、

意見等はありませんでした。 

 認定第５号 住宅新築資金等貸付事業特別

会計については、本市だけでなく県下的にも

非常に大きな貸付金の滞納があり、本事業の

趣旨から、国や県に対し補填を要望していく

べきではないか とのただしがあり、近畿市

長会を通じ、国に対して要望事項とすること

が課題となっている。さらにまた、本市と和

歌山市、御坊市、新宮市の連名で、和歌山県

に対しさまざまな支援を要望している との

答弁がありました。 

 認定第６号 公共下水道事業特別会計につ

いては、公共下水道への接続率向上のための

取り組みについて ただしがあり、水洗化率

を向上させるため、市県民税非課税世帯を対

象に、排水設備工事費の一部を助成する宅内

排水工事助成金制度及び排水工事を目的とし

た借入金の一定額までの利子を補給する利子

補給制度を取り入れている との答弁があり

ました。 

 認定第７号 駐車場事業特別会計について

は、質疑、意見等はありませんでした。 

 認定第８号 墓園事業特別会計については、

墓園の未使用の区画について ただしがあり、

橋本墓園は１区、２区、３区合計で129区画あ

り、また、そのうち現在募集中の３区につい

ては72区画残っている。高野口墓園の残区画

は219区画ある との答弁がありました。 

 認定第９号 農業集落排水事業特別会計、

認定第10号 土地区画整理事業特別会計につ

いては、質疑、意見等はありませんでした。 

 認定第11号 介護保険特別会計については、

介護保険施設の入所者数は増えているが、待

機者数はどうなっているのか とのただしが

あり、特別養護老人ホームについては約200

人であるが、そのうち要介護３以上について

は約100人である との答弁がありました。 

 認定第12号 指定訪問看護事業特別会計に

ついては、退職により職員数が減ったため、

訪問看護事業の実績が減少したことについて 

ただしがあり、平成23年度の当初は４人体制

で訪問看護を行っていたため実績は落ちてい

るが、９月以降、２名の職員を増員したこと

により、各病院からの紹介件数も増えている。

今後、職員の増員については、ハローワーク、

新聞広告などで定期的に募集していく との

答弁がありました。 

 認定第13号 後期高齢者医療特別会計につ

いては、保険料滞納者に対する短期被保険者

証の交付状況について ただしがあり、平成

24年６月末現在で34人に交付している との

答弁がありました。 

 討論に入り、反対の立場から、最も医療を

必要とする75歳以上の人を対象に、その医療

費に応じて保険料を決める本制度そのものに

反対であるため、本決算の認定に反対する 

との討論がありました。 

 認定第14号 水道事業会計については、公

共施設の施設分担金について ただしがあり、

水道事業給水条例第34条により、基本的にす

べての施設を対象に施設分担金を納付いただ

くことになるが、公共性のある施設または市

に帰属する施設については控除対象として運

用している との答弁がありました。 

 討論に入り、反対の立場から、人口推移の

過大見積り、大滝ダムの毎秒１ｔの取水権取

得に伴う関係経費が大きく影響し、本市の水

道基本料金は県下で一番高くなっている。市

民に高い水道料金を負担させていることから、

本決算の認定に反対する との討論がありま

した。 

 認定第15号 病院事業会計については、質
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疑、意見等はありませんでした。  市民、職員ともに負担を押し付け、市民の

暮らしと健康を守るという点で不十分である

ということで、反対をいたします。 

 以上、決算委員会の報告とさせていただき

ます。 

○議長（井上勝彦君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 20番 樽井君。 

 質疑ありませんか。 〔20番（樽井豪男君）登壇〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○20番（樽井豪男君）私は、賛成の立場から

討論を行いたいと思います。 ○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。  平成23年度決算では、定員適正化計画に基

づく職員数の削減など行政改革にも積極的に

取り組んでいる中で、普通建設事業において

は、安心・安全なまちづくりとして教育文化

会館に引き続き、市民会館の耐震補強改修事

業、すみだこども園建設事業、消防体制を強

化するため、紀見・隅田地区を中心とした橋

本北消防の新築事業、学校の耐震化事業、さ

らには、中学校給食実施のための準備経費な

ど、着実に安全・安心なまちづくりを進めて

いると思われます。 

 これより認定第１号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）平成23年度橋本市一般

会計決算の認定について、反対の立場から討

論を行います。 

 市税から橋本市民が置かれた状態を見ます

と、個人市民税は景気低迷による所得減少に

より減、固定資産税も土地、地価の下落によ

り減、法人市民税は増加していますが、これ

は予定申告額、法人税割が増加したためです

が、景気低迷のため24年度で還付されるとい

うことです。全体的に景気低迷の影響が大き

く出ています。こういうときに市がしたこと

は、差し押さえ384件、和歌山県地方税回収機

構による回収が50件と、厳しい税の取り立て

です。税は納めなければなりませんが、納め

る余裕がないのに追い立てられ、市が市民の

生活をより一層厳しいものにしていると思い

ます。 

 また、活力みなぎるまちづくりとして、や

どり温泉いやしの湯新築事業や、企業誘致事

業など各分野で創意工夫し、住み良いまちづ

くりに精力的に取り組んでおり、十分成果が

上がっていると認められます。 

 以上の理由で賛成の討論とさせていただき

ます。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 一方、財政難を理由に、市道の維持修繕な

どの要望は、平成23年度中139件の要望に対し

て実施は20件と抑えられ、未処理が900件以上

あるということです。市民からの要望がなか

なか実現しない実態です。職員に対しても、

正規職員が前年度比10人減、元気が出る健康

相談受診者が６人から35人に急増し、職員の

負担も増えています。 

 これより認定第１号 平成23年度橋本市一

般会計決算の認定について を採決いたしま

す。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 
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 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 次に、認定第２号の討論に入ります。  これより認定第２号 平成23年度橋本市国

民健康保険特別会計決算の認定について を

採決いたします。 

 討論する方ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕  委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

○３番（富岡清彦君）平成23年度橋本市国民

健康保険特別会計決算に反対の立場から討論

を行います。 （賛成者起立） 

 本決算は実質収支で３億5,681万193円の黒

字決算となっています。2009年度国保税を1.3

倍に引き上げ後、最大の黒字決算です。しか

も、１億円も基金を積み増しし基金を６億円

にしたにもかかわらず、自由に使えるお金は

１億3,000万円も残しました。 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第３号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 当局は、多額の黒字決算となった理由に、

国からの前期高齢者交付金が大幅に増額され

たことで、２年後に返還を求められる可能性

があると説明をいたします。私、23年度国保

決算で訴えたいことは、高過ぎる国保税額、

払いたくても払えない国保税、滞納者に対す

る強制徴収、預金・パート代・給料の差し押

さえをはじめ、生命保険・財産の差し押さえ

など、憲法に抵触しかねない行為、滞納者に

対するペナルティーとして短期保険証の発行、

保険証の取り上げ、二つの世帯の合計は600

世帯を超える現状、病気になっても病院に行

けない実態。これらは国民健康保険法第１条

の目的、社会保障としての国民健康保険事業

としているのにほど遠い現実と言わなければ

なりません。平成23年度国保決算は多額の黒

字決算です。高過ぎる国保税の引き下げをは

じめ、低所得者の減免や窓口負担の軽減、免

除など、当然行うべき施策が実行されていな

い決算であることから、反対をいたします。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第３号 平成23年度橋本市簡

易水道事業特別会計決算の認定について を

採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第４号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第４号 平成23年度橋本市国

民宿舎特別会計決算の認定について を採決

いたします。 

 以上。  委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第５号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第５号 平成23年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第６号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第６号 平成23年度橋本市公

共下水道事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第７号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第７号 平成23年度橋本市駐

車場事業特別会計決算の認定について を採

決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第８号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第８号 平成23年度橋本市墓

園事業特別会計決算の認定について を採決

いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第９号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第９号 平成23年度橋本市農

業集落排水事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。  これより認定第12号 平成23年度橋本市指

定訪問看護事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第10号の討論に入ります。  委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 これより認定第10号 平成23年度橋本市土

地区画整理事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。 

 次に、認定第13号の討論に入ります。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

 討論する方ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○２番（阪本久代君）平成23年度橋本市後期

高齢者医療特別会計決算の認定について、反

対の立場から討論を行います。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。  後期高齢者医療制度は、平成20年４月から

始まり４年がたちました。75歳以上の高齢者

に、医療費が増えればそれだけ保険料が高く

なる制度で、加齢とともに医者にかかること

が増える高齢者にとって大変な制度です。 

 次に、認定第11号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  日本共産党は、後期高齢者医療制度そのも

のに反対であり、本決算の認定に反対をいた

します。 

 これより認定第11号 平成23年度橋本市介

護保険特別会計決算の認定について を採決

いたします。 ○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  これより認定第13号 平成23年度橋本市後

期高齢者医療特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。  委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

 次に、認定第12号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 （賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定
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することに決しました。  よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。  次に、認定第14号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。  次に、認定第15号の討論に入ります。 

 ３番 富岡君。  討論する方ありませんか。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○３番（富岡清彦君）平成23年度橋本市水道

事業会計決算に反対の立場から討論を行いま

す。 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより認定第15号 平成23年度橋本市病

院事業会計決算の認定について を採決いた

します。 

 本決算は、単年度黒字額4,705万8,961円の

決算となっています。これで連続６年間黒字

決算です。申し上げたいことは、県下の自治

体の中で一番高い基本料金を引き下げること

が可能と考えるが、実行されていないこと。

また、他会計に貸し付けを行っていること。

本年度は市民病院への貸付額を２億円も増額

し、７億円も貸し付けをしています。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本決算は委員長報告のとおり認定

することに決しました。  当局は、水道事業者側は銀行に預けるより

も利子が高いからよいと、市民病院は銀行か

ら借り入れるより利子が安く助かると、こう

いう説明でありますけれども、私は、この施

策はとんでもないことだと考えます。市民に

営々と県下一高い水道料金を負担させ、その

ことで水道会計に余裕があるから貸し付ける。

こんな決算に賛成できるはずがありません。

即刻水道料金を引き下げるべきです。 

 

 以上、反対討論とします。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより認定第14号 平成23年度橋本市水

道事業会計決算の認定について を採決いた

します。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 
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